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［
二
〇
二
〇
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
日
本
思
想
史
学
か
ら
見
る
近
現
代
の
天
皇

近
代
天
皇
制
に
お
け
る
皇
后
と
祭
祀
儀
礼
の
意
義
─
福
羽
美
静
の
思
想
を
中
心
に

─小
平
　
美
香

は
じ
め
に
─
「
皇
后
御
拝
」
を
め
ぐ
っ
て

　

明
治
初
年
神
祇
行
政
の
中
心
に
あ
っ
た
津
和
野
藩
出
身
の
福
羽
美

静
（
一
八
三
一
～
一
九
〇
七
）
は
、
明
治
の
即
位
式
・
大
嘗
会
、
四
時

祭
典
定
則
等
、
宮
中
祭
祀
の
制
定
に
深
く
関
わ
っ
た
国
学
者
で
あ
る
。

福
羽
が
御
用
掛
と
し
て
関
与
し
た
明
治
の
大
嘗
祭
に
新
た
に
加
え
ら

れ
た
儀
礼
に
は
、
現
代
に
継
承
さ
れ
る
「
皇
后
御
拝
」
が
あ
る
。
こ

の
制
定
に
あ
た
り
、
神
祇
大
輔
と
し
て
福
羽
は
次
の
よ
う
な
伺
い
を

出
し
た
。

「
大
祀
ノ
節
皇
后
御
拝
ノ
儀
伺
」

　

大
祀
ノ
儀
ニ
付
伺

　

一
大
嘗
新
嘗
上
古
ニ
於
テ
ハ
／
天
皇
／
皇
后
共
ニ
御
親
臨
被

為
在
候
御
儀
ニ
候
処
中
古
以
来　

後
宮
凡
テ
古
儀
ヲ
被
失
候
事

多
ク
就
中
神
祭
ニ
ハ
不
被
為
携
御
儀
甚
以
御
不
体
裁
ニ
付
先
般

伺
ノ
祭
典
式
ニ
モ
大
祭　

御
親
臨
ニ
ハ
／
皇
后
御
拝
被
為
在
候

御
定
則
ノ
通
今
般
ノ
大
祀
／
皇
后
御
拝
可
被
為
在
御
至
当
ノ
儀

ニ
付
次
第
中
別
紙
ノ
通
奉
伺
候
事
（
中
略
）

　
　

辛
未
十
一
月
十
二
日　

門
脇
神
祇
少
輔
／
福
羽
神
祇
大
輔

　
　

正
院
御
中

　
　

指
令
闕
。（『
公
文
録
』
明
治
四
年
、
第
一
二
三
巻
、
神
祇
省
伺
）

　

上
古
、
天
皇
皇
后
共
に
「
御
親
臨
」
の
大
嘗
新
嘗）

1
（

で
あ
っ
た
が
、

中
古
よ
り
後
宮
は
神
祭
に
不
関
与
と
な
り
「
甚
だ
以
て
御
不
体
裁
」

と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
皇
后
祭
祀
に
つ
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19　近代天皇制における皇后と祭祀儀礼の意義

い
て
上
古
・
中
古）

2
（

の
違
い
が
記
さ
れ
る
が
、
皇
后
の
祭
祀
内
容
や
祭

祀
制
度
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い）

3
（

。
天
皇
祭
祀
と
し
て

の
新
嘗
と
大
嘗
祭
が
成
立
す
る
の
は
天
武
・
持
統
朝
で
あ
る
が
、
近

年
の
大
嘗
祭
の
研
究
で
は
、
皇
后
の
関
与
は
『
延
喜
式
』
に
見
ら
れ

ず
、
一
代
一
度
の
大
嘗
祭
は
天
皇
一
人
に
よ
る
祭
祀
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る）

（
（

。
で
は
な
ぜ
、
近
代
の
大
嘗
祭
に
「
皇
后
御
拝
」
が
「
至

当
」
と
さ
れ
た
の
か
。
本
報
告
は
、
宮
中
祭
祀
の
立
役
者
で
あ
る
福

羽
美
静
が
、
近
代
天
皇
制
に
お
い
て
皇
后
の
祭
祀
儀
礼
に
見
出
し
た

意
義
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

1　

明
治
初
年
の
皇
后
祭
祀
制
定

　

近
代
の
皇
后
祭
祀
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
制
定
さ
れ
た

「
四
時
祭
典
定
則
」
の
う
ち
「
大
祭
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
天
皇

親
祭
」
に
伴
っ
て
行
わ
れ
た
。『
公
文
録
』
所
収
の
神
祇
省
伺
い）

5
（

に

よ
れ
ば
、
大
祭
と
し
て
①
元
始
祭
（
正
月
三
日
）、
②
皇
太
神
宮
遥
拝

（
九
月
十
七
日
）、
③
神
武
天
皇
祭
（
三
月
十
一
日
）、
④
孝
明
天
皇
祭

（
十
二
月
二
五
日
）、
⑤
新
嘗
祭
（
十
一
月
卯
日
）
の
五
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
の
大
祭
の
う
ち
重
視
さ
れ
た
の
が
、
①
元
始
祭
、
②
皇
太
神
宮
遥

拝
、
③
神
武
天
皇
祭
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
祀
に
つ
い
て
神
祇
省
の
伺

い
で
は
、
天
祖
ノ
徳
澤
を
崇
奉
シ
（
②
）、
天
孫
開
国
ノ
本
始
ヲ
祝

シ
（
①
）、
神
武
ノ
創
業
ヲ
追
尊
ス
（
③
）
と
説
く
。

　

ま
た
新
嘗
・
大
嘗
祭
に
関
わ
る
重
儀
「
鎮
魂
祭
」
は
、
天
皇
の
身

体
守
護
の
た
め
の
神
々
、
す
な
わ
ち
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
は
じ
め
ム
ス

ヒ
系
の
神
々
を
中
心
と
す
る
「
八
神
」
を
祭
神
と
す
る
。
明
治
四
年

の
鎮
魂
祭
で
は
、
福
羽
が
奏
上
し
た
祝
詞
の
内
容
か
ら
、
皇
后
の
鎮

魂
祭）

（
（

も
併
せ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
大
嘗
祭
に
新
た
に
「
皇
后

御
拝
」
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

古
代
の
神
祇
官
に
は
、
鎮
魂
祭
を
奉
仕
し
、
鎮
魂
祭
の
祭
神
を
神

祇
官
八
神
殿
で
ま
つ
る
「
御
巫
」
と
い
う
女
性
神
職
が
あ
り
、
中
宮

（
皇
后
）
の
「
御
巫
」
も
存
在
し
た
。
し
か
し
近
代
の
神
祇
官
で
は
古

代
の
よ
う
な
「
御
巫
」
は
復
活
せ
ず
、「
天
照
大
神
」
を
祭
る
平
安

時
代
以
来
の
内
侍
所
の
女
官
「
刀
自
」
の
職
を
継
ぐ
「
内
掌
典
」
が

鎮
魂
祭
の
「
御
巫
」
役
を
務
め
た
。
ム
ス
ヒ
系
の
神
を
ま
つ
る
「
御

巫
」
か
ら
天
照
大
神
を
ま
つ
る
「
内
掌
典
」
に
鎮
魂
祭
が
継
承
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
祭
祀
者
か
ら
も
天
照
大
神
の
祭
祀
が
重
視
さ
れ
た
こ

と
が
窺
え
る
が
、
こ
こ
で
福
羽
は
内
侍
所
の
女
官
と
共
に
そ
の
祭
祀

を
廃
止
す
る
選
択
を
せ
ず
、
近
代
の
賢
所
祭
祀
へ
と
連
続
さ
せ
た
。

鎮
魂
祭
で
の
「
御
巫
」
役
を
、
男
性
の
掌
典
で
は
な
く
内
掌
典
に
継

承
さ
せ
た
の
は
、
天
岩
戸
開
の
「
天
鈿
女
命
」
に
ち
な
み
女
性
が
務

め
る
職）

（
（

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
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2　
「
天
祖
」
祭
祀
と
し
て
の
大
嘗
祭

　

明
治
の
大
嘗
祭
は
、
大
嘗
宮
が
東
京
府
下
の
人
民
に
対
し
て
公
開

さ
れ
る
な
ど
、
宮
中
の
み
の
閉
じ
ら
れ
た
祭
祀
か
ら
「
天
下
万
民
」

に
向
け
て
開
か
れ
た
側
面
が
新
た
に
加
わ
っ
た
。
明
治
四
年
（
一
八

七
一
）
布
告
の
「
大
嘗
会
告
諭）

（
（

」
に
は
「
此
大
嘗
会
ニ
於
ル
ヤ
天
下

万
民
謹
テ
其
御
趣
旨
ヲ
奉
戴
シ
当
日
人
民
休
業
各
其
地
方
産
土
神
ヲ

参
拝
シ　

天
祖
ノ
徳
沢
ヲ
仰
キ
隆
盛
ノ
洪
福
ヲ
祝
セ
ス
ン
ハ
有
ル
可

カ
ラ
サ
ル
也
」
と
あ
り
、「
天
祖
」
を
ま
つ
る
大
嘗
祭
が
産
土
神
社

な
ど
を
通
し
て
天
下
万
民
へ
広
く
伝
わ
る
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
大
嘗
祭
に
連
動
す
る
動
き
と
し
て
、
明
治
六
年
（
一
八

七
三
）
に
東
京
府
下
の
天
照
大
神
を
祀
る
「
神
明
宮
」「
神
明
社
」

の
社
号
が
「
不
都
合
」
と
し
て
「
社
号
改
正
」
が
郷
村
社
祠
官
・
祠

掌
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
よ
り
「
神
明
」

を
社
号
に
も
つ
府
下
の
社
は
「
天
祖
」
と
社
号
を
改
め
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
「
神
明
」
か
ら
「
天
祖
」
へ
の
社
号
変
更
は
、「
大
嘗
会

告
諭
」
に
謳
わ
れ
る
「
天
祖
ノ
徳
沢
ヲ
仰
キ
」
の
一
節
を
思
わ
せ
る
。

　

冒
頭
の
「
皇
后
御
拝
」
の
伺
い
で
は
、
四
時
祭
典
定
則
の
う
ち
天

皇
親
祭
の
「
大
祭
」
に
お
け
る
「
皇
后
御
拝
」
制
定
を
根
拠
に
、
大

嘗
祭
の
御
拝
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。「
大
祭
」
と
「
大
嘗
祭
」
が
等

し
く
重
視
さ
れ
る
理
由
が
、「
天
祖
」
に
つ
な
が
る
祭
祀
に
由
来
す

る
と
す
れ
ば
、
福
羽
に
と
っ
て
大
嘗
祭
を
は
じ
め
と
す
る
宮
中
祭
祀

へ
の
皇
后
の
関
わ
り
は
、
天
祖
の
祭
祀
を
天
下
万
民
に
広
く
伝
え
る

こ
と
を
意
図
し
た
「
国
民
教
化
」
の
一
環
で
も
あ
っ
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

3　
「
国
民
教
化
」
と
皇
后

　
『
昭
憲
皇
太
后
実
録
』
に
よ
れ
ば
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
の
新
年

か
ら
、
天
皇
皇
后
に
対
し
、
六
級
以
上
の
在
京
神
道
教
導
職
、
仏
教

各
宗
派
教
導
職
の
拝
賀
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
方
跡
見
花
蹊
を

は
じ
め
と
す
る
女
性
教
導
職
た
ち
と
皇
后
の
接
点
や
、
女
性
登
用
へ

の
皇
后
の
発
言
力
が
記
録）

（
（

に
見
ら
れ
る
。
女
性
の
教
導
職
と
し
て
は
、

仏
教
で
は
伏
見
宮
邦
家
親
王
の
第
三
王
女
で
あ
っ
た
善
光
寺
大
本
願

の
久
我
誓
円
、
神
道
で
は
後
に
昭
憲
皇
太
后
の
女
官
と
な
る
姉
小
路

良
子
な
ど
宮
家
や
公
家
の
娘
が
、「
大
講
義
」
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
皇
后
に
対
し
て
も
女
子
教
育
同
様
、
女
性
教
化

の
要
請
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
富
岡
製
糸
場
は
じ
め
皇
后
の
諸
学
校
へ
の
行
啓
供
奉
な
ど
、

近
代
皇
后
の
社
会
的
な
活
動
の
背
景
に
は
、
和
漢
洋
の
侍
読
（
侍
講
）

ら
に
よ
る
「
皇
后
教
育
」
が
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
侍
講
の

一
人
と
し
て
皇
后
の
「
学
び
」
を
担
っ
た
福
羽
は
、
明
治
初
年
皇
后

の
最
も
近
く
に
い
た
国
学
者
で
あ
っ
た
。
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21　近代天皇制における皇后と祭祀儀礼の意義

　

侍
講
に
よ
る
皇
后
の
修
学
は
、
宮
中
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
雑
誌

や
本
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
人
々
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
皇
后

の
内
旨
に
よ
っ
て
明
治
十
年
（
一
八
七
八
）
に
善
行
者
と
し
て
「
孝

子
」「
節
婦
」
の
話
を
集
め
『
明
治
孝
節
録
』
が
出
版
さ
れ
た
が
、

そ
の
序
文
に
、
同
書
編
集
に
侍
講
と
し
て
の
福
羽
の
役
割
が
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
『
明
治
孝
節
録
』
は
各
府
県
に
お
か
れ
た
教
化
の
拠

点
「
中
教
院
」
に
も
送
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
お
り）

10
（

、
皇

后
の
学
び
は
、
教
育
と
同
様
、
教
化
へ
も
展
開
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

新
た
に
加
え
ら
れ
た
「
皇
后
御
拝
」
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

の
大
嘗
祭
で
は
「
御
支
障
」
と
い
う
理
由
で
実
現
せ
ず
、
そ
の
後
も

「
代
拝
」
が
続
く
。「
皇
后
御
拝
」
記
事
の
初
見
は
、
明
治
五
年
（
一

八
七
二
）
九
月
十
七
日
の
神
嘗
祭
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
「
御
拝
」
の

記
録
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
年
の
三
月
に
は
神
祇
省
を
廃

し
国
民
教
化
を
中
心
に
す
え
た
「
教
部
省
」
が
置
か
れ
、
福
羽
は
神

祇
大
輔
か
ら
教
部
大
輔
と
な
る
も
五
月
二
十
四
日
に
免
官
、
七
月
に

宮
内
省
三
等
出
仕
、
二
等
侍
講
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。『
昭
憲
皇
太

后
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
五
年
福
羽
は
『
古
事
記
』『
烈
女
伝
』

『
国
史
纂
論
』
等
を
皇
后
に
進
講
し
て
お
り
、
元
老
院
議
官
に
任
じ

ら
れ
た
後
の
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
ま
で
福
羽
に
よ
る
進
講
記
録

は
続
く
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、「
四
時
祭
定
則
」「
大
嘗
祭
」
に
お

け
る
「
皇
后
御
拝
」
を
定
め
、
国
民
教
化
を
担
う
教
部
省
の
大
輔
を

務
め
た
福
羽
が
、
侍
講
と
い
う
立
場
で
、
皇
后
へ
宮
中
祭
祀
へ
の
関

わ
り
を
促
し
た
可
能
性
は
、
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
り
わ
け
天
照

大
神
を
重
視
す
る
福
羽
に
と
っ
て
、
宮
中
祭
祀
へ
の
皇
后
の
不
関
与

は
古
儀
に
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、
明
治
初
年
か
ら
の
課
題
で
あ
る
国

民
へ
の
教
化
と
い
う
点
で
「
不
体
裁
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
国
民
教

化
に
お
け
る
皇
后
の
役
割
は
、
今
後
検
討
さ
れ
る
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

ま
と
め
に
か
え
て
─
福
羽
美
静
の
「
女
帝
観
」
へ

　

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
設
置
さ
れ
た
元
老
院
に
お
い
て
、
福

羽
は
国
憲
起
草
を
行
う
国
憲
取
調
委
員
四
名）

11
（

の
う
ち
の
一
人
と
な
る
。

憲
法
の
制
定
と
共
に
欧
州
の
「
王
位
継
承
法
」
を
も
と
に
皇
位
継
承

を
成
文
法
化
、
制
度
化
す
る
皇
室
の
近
代
化
へ
の
過
程
で
、
福
羽
は

国
典
に
基
づ
い
た
皇
位
継
承
調
査
に
従
事
し
て
い
る
。
明
治
三
年

（
一
八
七
〇
）
か
ら
国
学
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
皇
室
系
譜
調
査

に
、
福
羽
が
当
初
か
ら
関
与
し
て
い
た
こ
と
に
、
も
っ
と
注
目
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
よ
う
に）

12
（

、
そ
の
「
帝
位
継
承
」

条
に
関
す
る
考
証
の
過
程
か
ら
は
、「
帝
室
制
度
」
制
定
の
資
料
と

し
て
後
に
も
活
用
さ
れ
る
『
纂
輯
御
系
図
』『
旧
典
類
纂�

皇
位
継
承

篇
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

国
憲
起
草
の
勅
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
草
案
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

修
正
論
点
の
一
つ
は
、「
帝
位
継
承
」
に
関
す
る
条
項
、
す
な
わ
ち
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女
性
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
可
否
で
あ
る
。

　

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
の
「
日
本
国
憲
按）

13
（

」（
①
）
か
ら
一
転
、

女
性
の
継
承
を
認
め
な
い
明
治
十
一
年
七
月
の
草
案
（
②
）
作
成
直

後
に
刊
行
さ
れ
た
、『
旧
典
類
纂�

皇
位
継
承
編
』（
明
治
十
一
年
八
月
）

に
は
、「
女
主
ノ
皇
位
ヲ
継
承
セ
シ
大
意
」
が
附
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
歴
史
上
の
女
帝
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
「
本
邦
ニ
於
テ
女
主

ノ
皇
位
ヲ
継
承
セ
シ
者
、
推
古
天
皇
ヨ
リ
後
桜
町
天
皇
ニ
至
テ
総
ヘ

テ
八
主
ナ
リ
、
其
ノ
皇
位
ヲ
継
承
ス
ル
ヤ
皆
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ニ

出
ヅ
ル
ナ
リ
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
女
帝
の
始
ま

り
を
推
古
天
皇
か
ら
数
え
て
お
り
、「
神
功
皇
后
」「
飯
豊
天
皇
」
は

含
ま
れ
て
い
な
い）

1（
（

。
さ
ら
に
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
上
申
さ

れ
た
最
終
案
の
『
国
憲
按
』（
③
）
で
は
「
若
シ
止
ム
コ
ト
ヲ
得
サ

ル
ト
キ
ハ
女
統
ヲ
入
テ
嗣
ク
コ
ト
ヲ
得
」
の
一
文
が
加
え
ら
れ
、
女

統
に
よ
る
皇
位
継
承
を
認
め
た
案
と
な
っ
た
。

　

国
憲
起
草
の
勅
語
に
は
「
我
建
国
ノ
体
ニ
基
キ
広
ク
海
外
各
国
ノ

成
法
ヲ
斟
酌
シ
以
テ
国
憲
ヲ
定
メ
ン
ト
ス
」
と
あ
る
。
国
憲
按
の
起

草
に
関
し
て
、
横
山
由
清
、
黒
川
真
頼
ら
国
学
者
た
ち
の
考
証
に
つ

い
て
は
、
既
に
詳
細
な
研
究）

15
（

が
あ
る
が
、
国
憲
取
調
委
員
と
し
て
、

当
の
福
羽
自
身
は
い
っ
た
い
「
我
建
国
ノ
体
ニ
基
」
づ
い
た
「
女

帝
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
そ
れ
を
国
憲
按
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ

せ
た
の
か
。
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
も
、
今
後
の
福
羽
研
究
に
お
け

る
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　

学
習
院
大
学
史
料
館
所
蔵
の
福
羽
美
静
の
史
料
の
中
に
は
、
帝
室

制
度
に
関
し
て
伊
藤
博
文
に
あ
て
た
意
見
書
の
下
書
き
と
思
し
き
資

料
が
あ
る）

1（
（

。

惜
哉
帝
室
制
度
ノ
一
事
ニ
至
リ
テ
ハ
旧
套
ヲ
脱
セ
ス
、
依
然
ト

シ
テ
今
尚
古
ヘ
ノ
如
キ
ヲ
奈
何
セ
ン
、
是
レ
美
静
ノ
日
夜
憂
慮

シ
テ
措
カ
サ
ル
所
タ
リ
、
窃
ニ
惟
フ
ニ
開
国
公
議
内
外
妥
協
上

下
一
致
ハ
皇
祖
神
武
以
来
歴
代
ノ
皇
謨
ニ
シ
テ
、
君
ノ
蒼
生
ヲ

待
ツ
恰
モ
慈
母
ノ
愛
児
ニ
於
ケ
ル
カ
如
ク
、
今
上
ニ
至
リ
斯
念

涌
益
厚
ク
則
撫
懇
ノ
聖
詔
日
ニ
次
ク
ト
雖
モ
、
該
制
度
ノ
整
然

タ
ル
ナ
キ
カ
故
ニ
、
臣
民
唯
至
尊
ノ
尊
キ
ヲ
知
リ
テ
其
尊
キ
所

以
ヲ
究
メ
ス
、
為
メ
ニ
意
ナ
ク
シ
テ
時
ニ
或
ハ
儀
文
礼
式
ニ
悖

ル
モ
恬
ト
シ
テ
省
ミ
サ
ル
者
ア
ル
ニ
至
ル
（
呈
伊
藤
侯
爵
閣
下
書�

子
爵
福
羽
美
静
）

　

祭
祀
儀
礼
の
面
か
ら
近
代
天
皇
制
の
形
成
に
関
与
し
た
福
羽
ら
し

く
、
儀
文
礼
式
へ
の
懸
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
福
羽
は
神

武
天
皇
を
あ
げ
な
が
ら
、「
君
と
蒼
生
」
す
な
わ
ち
天
皇
と
人
民
の

関
係
を
「
親
と
子
」「
父
と
子
」
の
関
係
で
は
な
く
、
あ
え
て
「
慈

母
と
愛
児
」
と
の
関
係
に
譬
え
て
い
る
。
こ
れ
は
「
天
祖
」
に
も
つ

な
が
る
福
羽
の
天
皇
観
の
一
端
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
明
治
の
を
し
へ
』

で
福
羽
美
静
は
、「
女
子
も
国
家
の
重
任
を
荷
ふ
て
帝
室
に
尽
し
、

帝
室
も
亦
之
を
倚
信
し
賜
ひ
し
こ
と
屢
々
徴
す
へ
し
」
と
し
て
「
国
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23　近代天皇制における皇后と祭祀儀礼の意義

家
の
重
任
」
を
担
っ
て
帝
室
に
尽
し
た
女
性
の
例
と
し
て
、
祭
祀
の

重
任
を
担
っ
た
「
大
和
姫
命
（
倭
姫
命
）」
と
共
に
「
日
本
武
尊
の
妃

（
弟
橘
媛
）」
さ
ら
に
「
神
功
皇
后
」
を
挙
げ
て
い
る）

1（
（

。

　
「
皇
后
陛
下
入
内
の
当
時
よ
り
親
し
く
歌
文
の
事
に
進
講
し
又
女

学
に
関
す
る
事
の
御
下
問
に
奉
答
す
る
こ
と
数
次
。
又
、
内
廷
改
正

に
従
事
な
ど
の
事
よ
り
益
親
密
に
学
事
を
講
じ
、
王
室
の
制
度
に
関

す
る
事
な
ど
も
申
述
べ
た
る
こ
と
な
り）

1（
（

」
と
『
木
園
福
羽
美
静
小

伝
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
福
羽
は
前
近
代
の
宮
中
の
女
性
祭
祀
を

温
存
、
近
代
に
連
続
さ
せ
、
皇
后
教
育
、
女
性
の
教
育
に
深
く
関
わ

っ
た
。
国
学
者
・
福
羽
の
女
性
観
と
共
に
、「
上
古
」
を
前
例
と
し

て
大
嘗
祭
は
じ
め
天
皇
祭
祀
に
「
皇
后
御
拝
」
を
組
み
込
ん
だ
彼
の

「
皇
后
観
」
を
考
え
る
こ
と
は
ま
た
、
近
代
天
皇
制
に
お
け
る
福
羽

の
「
女
帝
観
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

注
（
1
）�

『
昭
憲
皇
太
后
実
録
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
）
で
は
、

こ
の
伺
い
の
概
要
を
「
且
て
は
大
嘗
祭
に
天
皇
・
皇
后
共
に
親
臨
あ

り
し
上
古
の
例
に
復
し
」（
上
巻
、
明
治
四
年
十
一
月
十
七
日
）
と

記
す
。

（
2
）�

帝
国
学
士
院
編
『
帝
室
制
度
史
』（
第
四
巻
、
帝
国
学
士
院
、�

一
九
四
〇
年
）
で
は
、
大
嘗
祭
の
起
源
と
し
て
瓊
瓊
杵
尊
の
皇
妃
・

神
吾
田
鹿
津
姫
が
嘗

に
い
な
へし

た
こ
と
（『
日
本
書
紀
』
第
九
段
一
書
第

三
）
を
挙
げ
て
お
り
、
福
羽
は
こ
れ
を
「
上
古
」
の
例
と
し
て
挙
げ

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
文
書
で
中
古
を
ど
の
時
代
と
考
え
る
か
、
皇

后
祭
祀
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

（
3
）�

天
皇
親
祭
に
お
け
る
皇
后
「
助
祭
」
の
内
容
や
制
定
の
研
究
に

つ
い
て
は
、
岡
村
幸
子
「
天
皇
親
祭
と
皇
后
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一

五
七
号
、
一
九
九
七
年
）、
西
本
昌
弘
「
九
条
家
本
『
神
今
食
次
第
』

所
引
の
「
内
裏
式
」
逸
文
に
つ
い
て
」（『
日
本
古
代
の
年
中
行
事
書

と
新
史
料
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。
ま
た
、
大
岡
弘

「
近
代
皇
室
祭
祀
に
お
け
る
皇
后
の
御
拝
と
御
代
拝
に
つ
い
て
」

（『
神
道
宗
教
』
二
一
八
号
、
二
〇
一
〇
年
）
で
は
、
近
代
の
「
四
時

祭
典
定
則
」
中
の
皇
后
御
拝
に
つ
い
て
、
福
羽
の
「
西
欧
文
明
の
積

極
的
摂
取
」
と
推
測
し
て
い
る
。

（
（
）�

岡
田
荘
司
『
大
嘗
祭
と
古
代
の
祭
祀
』（
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
一
九
年
）
一
〇
八
～
一
一
五
頁
。

（
5
）�

「
元
始
祭
議
」「
四
時
祭
典
定
則
」（『
公
文
録
』
明
治
四
年
、

第
一
二
三
巻
、
神
祇
省
伺
）。

（
（
）�

明
治
二
・
三
年
の
鎮
魂
祭
は
中
宮
（
皇
太
后
・
皇
后
）
に
対
し

て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
明
治
四
年
の
鎮
魂
祭
は
「
皇
后
」
の
み
に
な

っ
て
い
る
。

（
（
）�

『
古
語
拾
遺
』
に
は
「
鎮
魂
の
儀
は
、
天
鈿
女
命
の
遺
跡
な
り
」

と
あ
る
。

（
（
）�
「
神
祇
省
ヨ
リ
大
嘗
会
告
諭
御
布
告
ノ
儀
伺
」（『
公
文
録
』
明

治
四
年
・
第
六
巻
『
辛
未
大
嘗
会
雑
記
』）。
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（
（
）�

『
跡
見
花
蹊
日
記
』
第
一
巻
（
花
蹊
日
記
編
集
委
員
会
編
、
二

〇
〇
五
年
）
に
は
明
治
六
年
、
女
教
院
で
の
活
動
に
つ
い
て
「
是
ハ

成
程
ヨ
キ
事
故
、
建
言
成
と
も
一
応
見
度
と
仰
せ
ら
れ
候
也
。
此
女

子
引
立
の
事
は
、
皇
后
様
よ
り
御
引
立
に
成
ら
ね
は
成
ら
ぬ
事
故
、

此
事
は
是
非
申
入
て
行
ゝ
盛
大
の
様
、
可
取
行
（
致
）
度
」（
六
七

〇
頁
）
と
宮
内
大
輔
が
発
言
し
た
記
録
が
あ
る
。

（
10
）�

西
谷
成
憲
「『
明
治
孝
節
録
』
に
関
す
る
研
究
」（『
多
摩
美
術

大
学
研
究
紀
要
』
一
一
号
、
一
九
九
六
年
）
一
一
一
頁
。

（
11
）�

国
憲
取
調
委
員
は
柳
原
前
光
・
福
羽
美
静
・
中
嶋
信
行
・
細
川

潤
次
郎
の
四
名
。

（
12
）�

阪
本
是
丸
「
明
治
国
学
の
研
究
課
題
」（『
日
本
思
想
史
学
』
二

六
号
、
日
本
思
想
史
学
会
、
一
九
九
三
年
）
一
六
頁
。

（
13
）�

女
性
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
編
纂
過
程
の
概
略
は
次
の
通
り
で

あ
る
（
い
ず
れ
も
第
二
章
帝
位
継
承
）。

�

①「
日
本
国
憲
按
」（
明
治
九
年
）
第
二
章

�

第
二
条　

継
承
ノ
順
序
ハ
嫡
長
入
嗣
ノ
正
序
ニ
循
フ
可
シ
尊
系
ハ

卑
系
ニ
先
チ
同
系
ニ
於
テ
ハ
親
ハ
疎
ニ
先
チ
同
族
ニ
於
テ
ハ
男
ハ

女
ニ
先
チ
同
類
ニ
於
テ
ハ
長
ハ
少
ニ
先
ツ

�

第
四
条　

女
主
入
テ
嗣
ク
ト
キ
ハ
、
其
夫
ハ
決
シ
テ
帝
国
ノ
政
治

ニ
干
与
ス
ル
事
無
カ
ル
可
シ

�

②「
日
本
国
憲
按
」（
明
治
十
一
年
七
月
）

�

第
二
条　

継
承
ノ
順
序
ハ
嫡
長
及
入
嗣
ノ
正
序
ニ
由
リ
テ
太
子
若

ク
ハ
其
男
統
ノ
裔
入
テ
嗣
ク
太
子
男
統
ノ
裔
缺
ク
ル
時
ハ
太
子
ノ

弟
若
ク
ハ
太
子
ノ
兄
弟
ノ
男
統
ノ
裔
ニ
伝
フ
嫡
出
男
統
ノ
裔
缺
ク

ル
時
ハ
庶
出
ノ
子
長
幼
ノ
序
ニ
由
テ
入
テ
嗣
ク

�

③「
国
憲
草
案
」（
明
治
十
三
年
）

�

第
三
条　

上
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
而
シ
テ
猶
未
タ
帝
位
ヲ
継
承
ス

ル
者
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
親皇

族

王
諸
王
親
疎
ノ
序
ニ
由
リ
入
テ
大
位
ヲ
嗣

ク
若
シ
止
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
女
統
入
テ
嗣
ク
コ
ト
ヲ
得

�

（
島
善
高
編
『
元
老
院
国
憲
按
編
纂
史
料
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇

〇
〇
年
、『
国
憲
草
案
始
末
』
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
、
一
一
～
五

七
頁
）

（
1（
）�

「
女
主
ノ
皇
位
ヲ
継
承
セ
シ
大
意
」（
黒
川
真
頼
・
横
山
由
清
編
、

福
羽
美
静
閲
『
旧
典
類
纂
』
巻
九
・
十
「
皇
位
継
承
編
」）。
後
に
宮

内
省
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
『
皇
室
制
規
』
の
参
考
資
料
と
考
え
ら

れ
る
国
学
者
・
小
中
村
清
矩
に
よ
る
「
女
帝
考
」（
所
功
「
小
中
村

清
矩
稿
『
女
帝
考
』」、『
産
大
法
学
』
三
一
巻
三
・
四
号
、
京
都
産

業
大
学
法
学
会
、
一
九
九
八
年
）
で
は
「
神
功
皇
后
」、「
飯
豊
天

皇
」（
飯
豊
青
）
を
推
古
天
皇
以
前
の
女
帝
の
先
例
と
し
て
お
り
、

当
時
「
神
功
皇
后
」「
飯
豊
天
皇
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
の
見

解
は
、
国
学
者
の
間
で
も
揺
れ
動
い
て
い
た
。
明
治
三
年
十
一
月
に

は
、
神
祇
官
か
ら
弁
官
に
あ
て
、「
飯
豊
天
皇
」
の
崩
日
未
詳
の
た

め
十
二
月
晦
日
に
祭
典
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
評
議
を
求
め
て
い
る

（「
飯
豊
天
皇
御
祭
典
被
行
度
伺
」、『
公
文
録
』
明
治
三
年
、
第
十
一

巻
・
庚
午
十
一
月
・
神
祇
官
伺
）。

（
15
）�
島
善
高
『
元
老
院
国
憲
按
編
纂
史
料
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
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25　近代天皇制における皇后と祭祀儀礼の意義

〇
〇
年
）、
藤
田
大
誠
『
近
代
国
学
の
研
究
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
七

年
）
等
。
一
方
、
女
性
・
女
系
天
皇
を
め
ぐ
る
国
学
者
た
ち
の
異
な

る
見
解
に
つ
い
て
指
摘
す
る
研
究
に
、
大
川
真
「
1（
・
1（
世
紀
に
お

け
る
女
性
天
皇
・
女
系
天
皇
論
」（『SGRA

レ
ポ
ー
ト
』
九
〇
号
、

渥
美
国
際
交
流
財
団
関
口
グ
ロ
ー
バ
ル
研
究
会
、
二
〇
二
〇
年
）
が

あ
る
。

（
1（
）�

「
呈
伊
藤
侯
爵
閣
下
書�

帝
室
制
度
制
定
に
関
す
る
意
見
書
」

（
学
習
院
大
学
史
料
館
蔵
）。

（
1（
）�

福
羽
美
静
『
明
治
の
を
し
へ
』（
福
羽
美
静
読
書
堂
、
一
八
九

九
）
三
四
頁
。

（
1（
）�

加
部
厳
夫
編
『
木
園
福
羽
美
静
小
伝
』（
福
羽
逸
人
、
一
九
〇

八
年
）
七
七
頁
。

　

付
記

＊�

福
羽
美
静
史
料
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
学
習
院
大
学
図
書
館
、
同
大

学
史
料
館
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

＊�

学
習
院
大
学
史
料
館
所
蔵
の
福
羽
美
静
史
料
は
、
目
録
「
旧
華
族
家

資
料
Ⅲ
福
羽
家
史
料
目
録
」（『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』
二
七

号
、
二
〇
二
一
年
）
で
公
開
さ
れ
た
。

�

（
学
習
院
大
学
非
常
勤
講
師
）
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